






　

086-222-0874

義務教育人事班　086-226-7581、高校教育人事班　086-226-7582

担当の部署（学校教育課、学事課、総務課等）

義務教育人事班　086-226-7581、高校教育人事班　086-226-7582

人事班　086-226-7568

③ ④

専用ホームページ

事務関係職員
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岡山県教育庁教育政策課

岡山県教育庁教職員課

市町村（組合）教育委員会

岡山県教育庁教職員課

専用電話

岡山県教育庁・教育機関の職員
県立学校の教職員

市町村（組合）立学校の教職員

教職員ハラスメント相談ホットライン
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※　窓口には男女両方の相談員がおり、問題解決のお手伝いをします。なお、あなたのプライバシーは守られます。また、匿名で相談することもできます。

http://kenchoweb.pref.okayama.jp/personal/kyoiku/somu/harassment/harassment_setumei.html

○ パワー・ハラスメントについて十分問題意識を持つこと。

○ 上司等の言動によっては、教職員は人格を傷付けられ、あるい

は疎外感を持ち、過度に心理的負担等を受け、ひいては心身の健

康を損なうことがあり得ることを認識しておくこと。

○ パワー・ハラスメントを見聞きした場合は、周囲の教職員は、被害を

受けた教職員が一人で悩みを抱え込むことがないよう積極的に声掛け

をするとともに、必要な場合は、管理職や相談窓口等に相談しましょう。

○ 同僚がパワー・ハラスメントに当たるような言動をしている場合は、

速やかに注意しましょう。

○ 職務上接する職場以外の者との関係にも注意しましょう。

○ 問題提起をする教職員をトラブルメーカーとして見ることや当事

者間の個人的なこととして片付けることはせず、職場の問題として

解決に取り組みましょう。

○ セクシュアル・ハラスメントが見受けられる場合は、職場の同僚

として注意を促しましょう。

○ 見聞きした場合は、声を掛けて相談に乗りましょう。また、上司

等に相談することをためらわないようにしましょう。

○ 職場の歓送迎会など勤務時間外のセクシュアル・ハラスメントに

ついても十分注意しましょう。

○ 職務上接する職場以外の者との関係にも注意しましょう。

○ 日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防

止及び排除に努めること。

○ セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速

かつ適切に対処すること。

話をよく聞いてくだ

さい。

解決策を一緒に

考えてください。

相談を 受けたら

相談窓口等に相

談することを勧め

てください。

記録を

残しましょう

相手の名前、日時、場

所、具体的内容等を記

録しておくことが、早期

解決につながります。

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ ハラスメントのない学校にしましょうお互いを尊重し、支え合うことができる職場にしましょう！

■ 学校の相談窓口を確認しましょう。

■ 相談窓口には男女両方の教職員を配置しましょう。

■ 研修を実施して、様々なハラスメントの防止について共通理解を図りましょう。

○ ハラスメント等を正しく理解し、お互いを尊重して仕事ができる職場にしましょう。

○ 普段から教職員間で会話をする機会を持ち、気軽に相談できる職場にしましょう。

被害にあった時は

はっきりと拒絶しましょう

不快と感じる言動を受けた時は、はっきり

と拒絶の意思を相手に伝えましょう。

信頼できる人に

相談しましょう

家族や友人、管理職や

同僚など、信頼できる人

に相談しましょう。

我慢したり、無視したりしても、何の

解決にもなりません。

ハラスメントは学校全体の問題です。

問題を解決していくことが、悩んでい

る他の人を救うことにもつながります。

＜具体例＞
・冗談のつもりで「そろそろ結婚しろよ」「子どもはまだか」などと言う。

・酒席で、上司の側に席を指定したり、カラオケでデュエットを強要したりする。

・「男のくせに根性がない」「だから女は○○」などと言う。

・女性ということで、お茶くみ、掃除、私用等を押しつける。

など

＜具体例＞
・些細な失敗を執拗に非難する。

・合理的な理由もないのに、プライベートな事項を執拗に詮索する。

・発言を無視したり、会議に参加させないなどして、職場内で孤立させる。

・本人の能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事しか与えない。

など

「パワー・ハラスメント」とは・・・

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範

囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことです。

「セクシュアル・ハラスメント」とは・・・

他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び教職員が他の教職員を不快にさせる職場外における性的

な言動のことです。

相談を受けたら

管理職に求められること

教職員に求められること

管理職に求められること

教職員に求められること

※ 「マタニティ・ハラスメント」や「アルコール・ハラスメント」など

その他のハラスメントについても十分注意しましょう！
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